
白川町社会体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和８年３月６日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町条例第８号 

 

白川町社会体育施設条例の一部を改正する条例 

 

白川町社会体育施設条例（昭和５６年白川町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとお

りとする。 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 

 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



【別記１】 

改 正 後 

名称 位置 

白川口運動場 白川町河岐６３２番地 

和泉運動場 白川町和泉３４２番地２ 

中川運動場 白川町中川９５２番地 

三川運動場 白川町三川１２１０番地２３ 

東黒川運動場 白川町黒川１２６９番地 

中黒川運動場 白川町黒川２７４１番地 

西黒川運動場 白川町黒川３６４６番地 

                                  

下佐見運動場 白川町下佐見１５９４番地２ 

和泉体育館 白川町和泉３４２番地２ 

切井体育館 白川町切井１１６７番地２ 

                                  

 

改 正 前 

名称 位置 

白川口運動場 白川町河岐６３２番地 

和泉運動場 白川町和泉３４２番地２ 

中川運動場 白川町中川９５２番地 

三川運動場 白川町三川１２１０番地２３ 

東黒川運動場 白川町黒川１２６９番地 

中黒川運動場 白川町黒川２７４１番地 

西黒川運動場 白川町黒川３６４６番地 

佐見運動場 白川町上佐見４８７番地 

下佐見運動場 白川町下佐見１５９４番地２ 

和泉体育館 白川町和泉３４２番地２ 

切井体育館 白川町切井１１６７番地２ 

佐見体育館 白川町上佐見４８７番地 

 


